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重 要 事 項 説 明 書 
（Ver.57）令和 6 年 4月 1 日改定 

（短期入所生活介護サービス） 

（介護予防短期入所生活介護サービス） 

あなたに対する居宅サービス提供にあたり、当事業所があなたに説明すべき事項は次の通りです。 

１．事業者 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 鷲山会 

法 人 所 在 地 岡山県倉敷市児島柳田町３５５－１ 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 理事長  木村 光亮 

電 話 番 号 （０８６）４７３－１０１０ 

 

２．ご利用施設 

施 設 の 名 称 特別養護老人ホーム 岡山シルバーセンター 

施 設 の 所 在 地 岡山県岡山市北区新庄上５４５－１ 

事 業 者 番 号 岡山県３３７０１０２０８３号 

管 理 者 西山 美穂 

配 置 医 師 深井 待子（深井医院） 

電 話 番 号 （０８６）２８７－５１１１ 

フ ァ ク シ ミ リ 番 号 （０８６）２８７－５００５ 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的 

介護保険法等関係諸法令等の定めるところにより、利用者が可能な限

り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう、短期入所生活介護サービスを提供します。 

施 設 運 営 の 方 針 

・基本理念 

 「ひと、かがやく介護」 

・行動理念 

1. ご利用者の思いを大切に、やさしさと愛情を持って接します 

2. 地域ニーズを理解し、地域に求められる福祉を提供します 

3. 「知識・技術・思いやり」を身につけた職員の育成を行います 

4. コスト意識を高め、持続可能な施設経営を行います 

 

４．施設の概要 

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 岡山シルバーセンター 

敷        地 ２，４６４．７０㎡（その他居宅事業所込み） 

建  物 

構 造 鉄筋コンクリート造４階建（耐火建築） 

延 床 面 積 ３，６９８．７６㎡（特養及び短期入所） 

利 用 定 員 短期入所２０人 

（１）居  室（特養及び短期入所） 

居 室 の 種 類 室   数 面   積 １ 人 あ た り の 面 積 

１ 人 部 屋   １１ １６５．００㎡ １５．００㎡ 
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２ 人 部 屋   １３ ２４４．７０㎡ ９．４１㎡ 

３ 人 部 屋    ３ ８３．１５㎡ ９．２３㎡ 

４ 人 部 屋    ６ ２１７．４４㎡ ９．０６㎡ 

（注）指定基準は、居室１人あたり「収納設備等を除き４．９５㎡」 

（２）主な設備（特養及び短期入所） 

設 備 の 種 類 数 面   積 １ 人 あ た り の 面 積 

食 堂 ２室 ９６．２５㎡ １．９３㎡ 

機 能 訓 練 室 １室 ２５．００㎡ ０．５０㎡ 

一 般 浴 室 １室 ２１．３２㎡  

機 械 浴 室 １室 ２２．１３㎡  

医 務 室 １室 １３．２５㎡  

デ イ ル ー ム ２室 合計７７．２１㎡ （小ｸﾞﾙｰﾌﾟ介護室含む） 

ト イ レ 
２階  ２箇所 

３階  ２箇所 
  

 

５．職員体制（特別養護老人ホームと兼務）        （令和６年４月１日現在） 

 

６．職員の勤務体制 

従 業 員 の 職 種 勤 務 体 制 休  暇 

部 長 （ 管 理 者 ） ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

次 長 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

事 務 員 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

生 活 相 談 員 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

看 護 職 員 

８：３０～１７：３０（日勤） 

７：３０～１６：３０（日勤①） 

９：３０～１８：３０（日勤②） 

年間１０５日 

職種 人員 
事業者指定基

準 
従事するサービス種類、業務 

施設長（管理者） １ １ 業務の一元的な管理 

医師（配置医師） １ １ 健康管理及び療養上の指導 

生 活 相 談 員 ３（兼務） １ 
生活相談及び指導 

介護支援専門員 ３（兼務） １ 
施設サービス計画の作成及び管理 

介 護 職 員 ２５ 
看護２以上、かつ 

看護・介護２４以上 

介護業務 

看 護 職 員 ３ 
心身の健康管理、口腔衛生と機能のチェック及び指導、

保険衛生管理 

機能訓練指導員 １ 
― 

１ 

身体機能の向上、健康維持のための指導 

管 理 栄 養 士 １ １ 栄養管理の相談及び指導、計画作成 

入 浴 介 助 員 １ ― 入浴介助業務 

洗 濯 員 １ ― 洗濯業務 

事 務 員 １ ― 
経理、従業者の健康管理、設備備品の管理に係る事務

等庶務全般 
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その他パート職員は適時指定された時間を勤務する 

機 能 訓 練 指 導 員 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

介 護 職 員 

６：３０～１５：３０（Ａ勤） 

１０：００～１９：００（Ｂ勤） 

８：３０～１７：３０（日勤） 

１５：００～  ０：００（C勤） 

０：００～ ９：００（e勤） 

その他パート職員は適時指定された時間を勤務する 

年間１０５日 

管 理 栄 養 士 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

介 護 支 援 専 門 員 ８：３０～１７：３０（日勤） 年間１０５日 

医 師 毎週水曜日 午後１３：００～１５：００  

 

７．施設サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

①サービスの内容 

種    類 内          容 

食  事 

・ご利用者の栄養状態と健康状態を考慮し、管理栄養士がご利用者の身体状況に応

じた適切な食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床し、食堂で食べていただけるように配慮します。 

・可能な限り安全に経口摂取が継続できるよう、各職種連携の下で配慮します。 

（食事時間） 朝食   ７：３０～  ８：３０ 

昼食 １２：００～１３：００ 

夕食 １８：００～１９：００ 

(経管栄養) 朝食  ８：４５～  ９：１５   

      夕食 １６：１５～１６：４５ 

※経管栄養の注入回数は原則２回としますが、身体の状態により困難な場合は相談

に応じます。 

排  泄 
・ご利用者の状況に応じた排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な

援助を行います。 

入  浴 

・一般浴・リフト浴：火、金曜日、機械浴：月、木曜日が入浴日です。 

・寝たきり等で歩行や立位、座位のとれない方は、入浴用介護機器を用いての入浴

も可能です。 

・入浴されない方、及び入浴できなかった方は、適時全身清拭を行います。 

離床、着替え 

整  容  等 

・寝たきりの防止のため、毎日の離床のお手伝いをします。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人の尊厳に配慮し、適切な整容を保つことができるよう援助します。 

・シーツ交換は原則として週１回ですが、汚れた場合は適時交換いたします。 

機 能 訓 練 

※１ 

・機能訓練指導員が、ご利用者の身体状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低

下を防止するよう努めます。 
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健 康 管 理 

・緊急時等必要な場合には、配置医師または主治医の指示により、医療機関に適切

に引き継ぎます。 

当施設の配置医師：深井 待子（深井医院） 

相談及び援助 
・当施設は、ご利用者及びご家族からの各種相談に応じ、必要な援助を行います。 

（相談窓口）生活相談員：藤原陽平、松永和之、八嶋綾人 

社会生活上の便宜 
・当施設では、教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実りあるものにす

るため、レクリエーションや行事を企画します。 

送 迎 

・ご本人もしくはご家族送迎での来所が困難な方は、入退所の送迎を行います。 

・原則として 9:00～17:00 までの時間帯で行います。ただし、土・日曜日及び 12

月 29日～1月 3日までの間は、原則として送迎は行いません。 

・通常の事業の実施地域外からの送迎を行った場合は、別途料金をいただきます。 

洗   濯 
・施設にて洗濯を行いますが、特別な衣類についてはクリーニング等（自己負担）

をご利用ください。 

※１の加算項目については、施設人員配置の変更により、サービスの一部を実施する、もしくはサービ

スの実施を休止することがあります。 

②サービス利用料金 

ⅰ．併設型短期入所生活介護費・併設型介護予防短期入所生活介護費（１単位＝10.17円） 

要介護度 サービス費・単位/日 

要支援１ ４５１単位/日 

要支援２ ５６１単位/日 

要介護１ ６０３単位/日 

要介護２ ６７２単位/日 

要介護３ ７４５単位/日 

要介護４ ８１５単位/日 

要介護５ ８８４単位/日 

※自己負担額の料金計算は、介護保険法の給付管理に定めた方法によって各月毎に計算しますので、端

数処理の関係上、多少金額の変動がありますのでご了承ください。 

※施設ご利用時及び職員体制に応じて、上記に加えて介護保険法に規定された加算及び減算が適用され

る場合があります。（下記ⅱ～ⅳ参照） 

 

ⅱ．その他の加算項目（１単位＝10.17円） 

※これらの項目については、ご利用時の状況及び施設の職員体制に応じて、上記の単位に加えて算定い

たします。 

加 算 項 目 サービス費・単位/日 算 定 要 件 

機 能 訓 練 体 制 １２単位/日 専任の機能訓練指導員を配置した場合 

個 別 機 能 訓 練 加 算 ５６単位/日 
専任の機能訓練指導員を配置した場合 

個別機能訓練計画書を作成し、3 ヶ月毎に見直しを行う場合 

送 迎 

実施地域 １８４単位/回 片   道：１８７円/回 
高松中学校、中山中学校、足守小

学校、倉敷市庄中学校区 

上記以外 
片   道：１８７円/回 

＋１キロメートルにつき２０円 
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緊急時短期入所受入加算 

（介護予防は除く） 

 

９０単位/日 

利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急と認め、

７日（主介護者の疾病等やむを得ない事情がある場合は１４日）を

限度とする 

医 療 連 携 強 化 加 算 

 

５８単位/日 

看護体制加算（Ⅱ）又は看護体制加算（Ⅳ）を算定している 

急変の予測や早期発見等のため、看護職員による定期的な巡視をお

こなっている 

急変時の医療提供の方針について、利用者から同意をえている 

在宅中重度者受入加算 

（介護予防は除く） 

４２１単位/日 
利用者が在宅で利用していた訪問看護事業所が健康上の管理を行っ

た場合（看護体制加算（Ⅰ）算定あり） 

４１７単位/日 〃（看護体制加算（Ⅱ）算定あり） 

４１３単位/日 〃（看護体制加算（Ⅰ・Ⅱとも）算定あり） 

４２５単位/日 〃（看護体制加算（Ⅰ・Ⅱとも）算定なし） 

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 

（介護予防は除く） 
１５単位/日 

夜勤を行う介護・看護職員の数が最低基準を１人以上上回っており、

喀痰吸引業務登録を受けた職員を配置した場合 

看護体制加算（Ⅰ） 

（介護予防は除く） 
４単位/日 常勤の看護師を１名以上配置している場合 

看護体制加算（Ⅱ） 

（介護予防は除く） 
８単位/日 

ご利用者数が２５又はその端数を増すごとに看護職員を１名以上配

置し、２４時間の連絡体制を確保している場合 

看護体制加算（Ⅲ） 

（介護予防は除く） 
１２単位/日 

看護体制加算（Ⅰ）の要件を満たし、前年度又は算定日が属する月

の三ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護３以上の利用者の占める

割合が 70％以上である場合 

看護体制加算（Ⅳ） 

（介護予防は除く） 
２３単位/日 

看護体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、前年度又は算定日が属する月

の三ヶ月間の利用者の総数のうち、要介護３以上の利用者の占める

割合が 70％以上である場合 

看取り連携体制加算 
６４単位/日 

定められた看護体制加算を算定し、事業所または病院等の看護職員

と 24 時間連絡できる体制を確保した上で、利用者または家族等の同

意のもと看取り期の支援を実践した場合 

（死亡日及び以前 30 日以下について、7 日を限度） 

認知症行動・心理症状緊

急対応加算 
２００単位/日 

入所日から７日を上限。認知症日常生活自立度がⅢ以上であって在

宅生活が困難であると医師が判断した場合 

若年性認知症入所者受入加算 １２０単位/日 
６５歳未満の若年性認知症患者を受け入れ、ご利用者・ご家族の希

望を踏まえた介護サービスを提供した場合 

サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
２２単位/日 

以下のいずれかに該当する場合 

・介護福祉士を８０％以上配置 

・勤続１０年以上の介護福祉士を３５％以上配置 

サービス提供体制強化加

算（Ⅱ） 
１８単位/日 介護福祉士を６０％以上配置した場合 

サービス提供体制強化加

算（Ⅲ） 

６単位/日 
以下のいずれかに該当する場合 

・介護福祉士を５０％以上配置 

・常勤職員を７５％以上配置 

・勤続７年以上の職員を３０％以上配置 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位/日 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方が入所者の１/２以上であり、認知

症介護実践リーダー研修修了者を認知症日常生活自立度Ⅲ以上のご

利用者が２０人未満の場合は１名以上配置し、２０人以上の場合は

１０又はその端数を増すごとに１名以上配置し、かつ技術的指導会

議を定期的に実施した場合 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位/日 
認知症専門ケア加算Ⅰの要件を満たし、認知症介護指導者研修終了

者を１名以上配置し、介護・看護職員ごとの研修計画を作成・実施

した場合 

生活機能向上連携加算

（Ⅰ） 

１００単位/３か月ごと 
訪問リハビリ、通所リハビリ、リハビリを行う医療機関の理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの専門的な助言を受けるこ

とができる体制を構築し、その上で機能訓練指導員等が生活機能向

上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること 
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生活機能向上連携加算

（Ⅱ） 

２００単位/月 
訪問リハビリ、通所リハビリ、リハビリを行う医療機関の理学療法

士・作業療法士・言語聴覚士・医師が加算を算定する施設に訪問し、

施設の職員と共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成

し、当該計画に基づき、多職種共同で機能訓練を実施すること 

口腔連携強化加算 ５０単位/回 利用者の口腔の健康状態を評価し、同意を得た上で歯科医院及び介

護支援専門員に対し情報提供した場合（ひと月に 1 回限り算定可能） 

 

ⅲ．食事に関する介護サービス費（１単位＝10.17円） 

 サービス費単位/

日 

算 定 要 件 

療養食加算 ２３単位/回 
医師の処方箋に基づいて療養食（糖尿病食、腎臓病食など）

を提供した場合 

 

ⅳ．介護職等員の処遇改善に関する加算 

（令和６年５月３１日まで） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

厚生労働省が定めるキャリアパスの一定要件をクリアし、介護職員の処遇改善を実施す

ることで算定が可能。 

【介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法】 

（基本単位＋各種加算の合計）×8.3%＝介護職員処遇改善加算単位数 

（1 単位未満の端数は四捨五入） 

介護職員等特定処遇改善加算

（Ⅰ） 

技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、既存の処遇改善加算に上乗せする形で

介護報酬が加算される。 

・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること 

・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見え

る化を行っていること 

【介護職員等特定処遇改善加算の単位数の計算方法】 

（基本単位＋各種加算の合計）×2.7%＝介護職員等特定処遇改善加算単位数 

（1 単位未満の端数は四捨五入） 

介護職員等ベースアップ等支

援加算 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく介護職員等の更なる処遇改善。 

【介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法】 

（基本単位＋各種加算の合計）×1.6%＝介護職員等ベースアップ支援加算単位数 

 

（令和６年６月１日から ※令和６年度末まで経過措置期間）  

介護職員等処遇改善

加算(Ⅰ) 

(Ⅱ)に加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること 

（基本単位＋各種加算の合計）×14.0%＝介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)単位数 

介護職員等処遇改善

加算(Ⅱ) 

(Ⅲ)に加え、賃金年額 440 万円以上の従業員が 1 人以上在籍し、職場環境の更なる改善と

可視化を実現している 

（基本単位＋各種加算の合計）×13.6%＝介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)単位数 

介護職員等処遇改善

加算(Ⅲ) 

(Ⅳ)に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備している 

（基本単位＋各種加算の合計）×11.3%＝介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)単位数 

介護職員等処遇改善

加算(Ⅳ) 

職場環境の改善、賃金体系等の整備及び研修の実施等が行われている 

（基本単位＋各種加算の合計）×9.0%＝介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)単位数 

 

※ⅰ．ⅱ．ⅲ．ⅳについては、利用者負担割合が異なります。利用時には「介護保険負担割合証」をご

提示ください。 

 

 

 

https://pro.kao.com/jp/medical-kaigo/glossary/k/013/
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※高額介護サービス費：介護保険サービスの負担の合計額について、所得に応じて上限額が設定され、

それを超えた金額については保険給付（市町村への払い戻し手続きが必要）があります。 

課税所得６９０万円（年収約１,１６０万円）以上 １４０,１００円/月（世帯）  

課税所得３８０万円（年収約７７０万円）～ 課税所得６９０万円 

（年収約１,１６０万円万円）未満 
９３,０００円/月（世帯）  

市町村民税課税 ～ 課税所得３８０万円（年収約７７０万円）未満 ４４,４００円/月（世帯）  

世帯の全員が市町村民税非課税 ２４,６００円/月（世帯） 

  年金収入+その他の所得の合計が８０万円以下の方等 
２４,６００円/月（世帯） 

１５,０００円/月（個人） 

生活保護を受給している方等  １５,０００円/月（世帯） 

 

ⅴ.食費（食材料費＋調理コスト） 

朝食 ４００円（税込） 昼食 ６００円（税込） 夕食 ６００円（税込） 

※欠食の受付時間は朝・昼・夕食ともに前日の１７時までです。受付時間を過ぎて欠食された場合には、

食費の請求をさせていただきます。（心身状況の悪化等によるものは除きます。） 

 

ⅵ.滞在費（光熱水費＋室料） 

（令和６年７月３１日まで） 

多床室（2 人部屋以上） １,０００円/日（税込） 

従 来 型 個 室 １,２００円/日（税込） 

 

（令和６年８月１日から） 

多床室（2 人部屋以上） １,０００円/日（税込） 

従 来 型 個 室 １,３００円/日（税込） 

 

※ⅴ．及びⅵ．については、利用者負担が第１～３段階に該当する方に対する「補足給付（特定入所者

介護サービス費）」があります。適用を受ける方は、市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」

の交付を受け、施設へご提示ください。 

 

（令和６年７月３１日まで） 

 居住費 
食費 

多床室 従来型個室 

利用者負担第１段階 ０円/日 ３２０円/日 ３００円/日 

利用者負担第２段階 ３７０円/日 ４２０円/日 ３９０円/日 

利用者負担第３段階① ３７０円/日 ８２０円/日 ６５０円/日 

利用者負担第３段階② ３７０円/日 ８２０円/日 １,３６０円/日 

 

（令和６年８月１日から） 

 居住費 
食費 

多床室 従来型個室 

利用者負担第１段階 ０円/日 ３８０円/日 ３００円/日 
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利用者負担第２段階 ４３０円/日 ４８０円/日 ３９０円/日 

利用者負担第３段階① ４３０円/日 ８８０円/日 ６５０円/日 

利用者負担第３段階② ４３０円/日 ８８０円/日 １,３６０円/日 

 

※所得や収入、世帯状況によって、利用者負担額を軽減する制度があります。詳しくは、市町村窓口、

または施設までお問い合わせ下さい。 

 

（２）介護保険給付外サービス（法定外給付サービス） 

サービスの種別 内          容 自 己 負 担 額 

理   髪 

・毎月１回（第１水曜日）、ビーサポ岡山 

・毎月１回（第３月曜日）、高松地区理容組合 

の出張サービスをご利用いただけます。 

必要とする実費をご負

担いただきます 

日常生活品の 

購 入 代 行 

・ご希望により、衣服、スリッパ、歯ブラシ等の必要と

思われる日用品等の購入の代行をさせていただきま

す。やむを得ない場合を除き、予め購入代金を添えて

お申し込み下さい。 

（申込窓口：事務員 秋山 和雄） 

必要とする実費をご負

担いただきます 

特 別 な 室 料 ・個室を希望された場合には別途、室料がかかります。 
トイレ付個室：１，５００円／日 

個室：１，０００円／日 

特 別 な 食 費 ・ご希望に基づくメニュー、食材等を提供した場合。    実費／食 

保険適用外の 

利 用 料 

・区分支給限度額を超えて利用される場合、及び利用日

数が連続して 30 日を超えた 31 日目の利用（介護保険

適用外の利用）については、介護保険で定められた利

用料の全額と、施設の定める食費及び滞在費をご負担

いただきます。 

食事代： 

朝食 400円、昼食 600円、夕食 600円 

滞在費： 

  1,000 円／日（多床室） 

1,200 円／日（従来型個室） 

文 書 料 ・医療費控除の証明書など １，０００円／１通 

送 迎 
・通常の事業の実施地域外からの送迎を行った場合は、

別途料金をいただきます。 

１キロメートル２０円

＋有料道路の実費費用 

 

８．ご利用料金のお支払いについて 

・ご利用料金のお支払方法は、毎月末日締めとし、翌月１５日までに請求書を送付させていただきます

ので、請求書の届いた月の末日までにお支払いください。 

・また、医療費控除の手続き等で「利用料等支払い証明書」が必要となる方は、その旨施設までお申し

出下さい。なお、領収証の再発行はいかなる場合も行いませんのでご了承下さい。 

・ご利用料金を滞納された場合で、なおかつ施設の請求にも応じていただけない場合は、利用契約書第

１０条に従い、利用契約の解除を行う場合があります。 

 

９．苦情等申立先 

当 施 設 ご 利 用 相 談 室 

窓口担当者   生活相談員：松永和之、八嶋綾人 

ご利用時間   ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法   電話（０８６）２８７－５１１１、面接 
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苦 情 受 付 窓 口 

苦情解決責任者：西山美穂（特別養護老人ﾎｰﾑ 岡山ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ 部長） 

苦情解決担当者：藤原陽平（特別養護老人ﾎｰﾑ 岡山ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ 次長） 

利  用  時  間：８：３０～１７：３０ 

利  用  方  法：電話（０８６）２８７－５１１１ 

第 三 者 委 員 
民生委員：難波 己元（自宅）（０８６）２８７－６３１２ 

家族会会長：的早 剛由（自宅）（０８６）２８７－８５６７ 

苦 情 解 決 の 概 要 

・ 苦情は、面接、電話、書面などにより、苦情受付担当者が随時受け

付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

・ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情の内容を、苦情解決責任者と第

三者委員（申出者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に

報告します。第三者委員は苦情の内容を確認し、申出者に対して報

告を受けた旨を通知します。 

・ 苦情解決責任者は、申出者と誠意をもって話し合い、苦情の解決に

努めます。その際、申出者は第三者委員の助言や立会いを求めるこ

とができます。 

・ 苦情は、下記の機関に申し立てることもできます。 

苦 情 申 立 機 関 

岡 山 市 事 業 者 指 導 課  TEL（０８６）２１２－１０１４ 

                 FAX（０８６）２２１－３０１０ 

倉 敷 市 介 護 保 険 課  TEL（０８６）４２６－３３４３ 

岡山県国民健康保険団体連合会  TEL（０８６）２２３－８８１１ 

                 FAX（０８６）２２３－９１０９ 

岡 山 県 運 営 適 正 化 委 員 会  TEL（０８６）２２６－９４００ 

 

１０．協力医療機関 

医 療 機 関 の 名 称 医療法人 深井医院 

院 長 名 深井 待子 

所 在 地 岡山県岡山市北区高松１３１－５ 

電 話 番 号 （０８６）２８７－２０１１ 

診 療 科 内科、小児科、皮膚科 

入 院 設 備 ベッド数１７床 

契 約 の 概 要 

当施設と深井医院とは、施設サービス利用者に対する定期的な診療をは

じめ、通院、検査、処置、緊急時の入院の調整等を行う契約を結んでい

ます。 

 

医 療 機 関 の 名 称 恩賜財団 済生会吉備病院 

院 長 名 難波 洋一郎 

所 在 地 岡山県岡山市北区高松原古才５８４－１ 

電 話 番 号 （０８６）２８７－８６５５ 

診 療 科 
内科・小児科・外科・整形外科・泌尿器科・婦人科・リハビリテーショ

ン科・放射線科  

入 院 設 備 ベッド数７５床 

契 約 の 概 要 
当施設と済生会吉備病院とは、施設サービス利用者に対する定期的な診

療をはじめ、通院、検査、処置、緊急時の入院の受け入れ等を行う契約
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を結んでいます。 

 

１１．協力歯科医療機関 

医 療 機 関 の 名 称 医療法人アイエイ会 高尾歯科クリニック 

理 事 長 名 高尾 純子 

所 在 地 岡山県岡山市北区門前４０２－７ 

電 話 番 号 （０８６）２８７－７６５１ 

 

医 療 機 関 の 名 称 久門田歯科医院 

院 長 名 久門田 俊治 

所 在 地 岡山県岡山市北区高松原古才６８０ 

電 話 番 号 （０８６）２８７－２０５０ 

 

１２．非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応 別途定める「岡山シルバーセンター消防計画」に沿って対応を行います。 

近 隣 と の 協 力 関 係 近隣自治会及び地元消防団等と、非常時の相互の応援を約束しています。 

平常時の訓練等防災設備 

別途定める「岡山シルバーセンター消防計画」にのっとり、年３回夜間お

よび昼間を想定した避難訓練を入所者の方も参加して実施します。 

設 備 名 称 個 数 等 設 備 名 称 個 所 等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター ２ヶ所 

避難階段 ２ヶ所 補助散水栓 あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導等 １２ヶ所 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ警報機 あり 非常用電源 あり 

カーテン、布団等は防煙性能のあるものを使用しています。 

消 防 計 画 等 
消防署への届出日：平成２３年４月１日 

防 火 管 理 者：相談課長  藤原 陽平 

 

１３．緊急時の対応 

 サービス提供時に利用者の症状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに配置医師や主治医、

協力医療機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

１４．事故発生の防止と発生時の対応 

安全対策担当者：松永和之（特別養護老人ホーム 相談課長） 

 事故発生防止の為の指針を整備し、改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。事故発生防止

の為の委員会及び従業者に対する研修を実施します。サービス提供により事故が発生した場合には、ご

家族、市町村及び関係諸機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとっ

た処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

１５．身体拘束について 

 当施設では原則的に身体拘束は行っていません。しかし、利用者等の生命または身体が危険にさらさ

れる可能性が著しく高く緊急やむを得ない場合にはこれを行う場合があります。やむを得ず身体拘束を

行う場合には本人、家族、各専門職で十分検討した後「緊急やむ得ない身体拘束に関する説明書」に内

容を記載し同意していただきます。その後経過観察記録をつけ随時再検討し改善に努めます。 
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１６．高齢者の虐待防止について 

虐待防止責任者：西山美穂（特別養護老人ホーム 施設長） 

事業者はご利用者等の人権擁護並びに虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１） 研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

（２） 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（３） 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご利用者等の

権利擁護に取り組めるよう環境の整備に努めます。 

（４） 事業者は、サービスの提供に当たり、当該施設従業者又は介護者による虐待を受けたと思われ

るご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 

（５） 成年後見制度の活用を支援します。 

 

１７．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来 訪 ・ 面 会 

・原則としてご面会時間は午前８：３０～午後９：００までとします。 

・来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度「ご面会カード」にご記入下さい。 

・施設内への危険物の持ち込み、及び飲酒してのご面会はお断りします。 

・他のご利用者や面会者の迷惑となる行為、及び施設の業務に支障をきたす行

為があった場合は、施設への来訪・ご面会をお断りすることがあります。 

外 出 ・外出の際には、所定の用紙にて必ず行き先と帰所時間を届け出てください。 

居室・設備・器具の利用 

・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反

したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございま

す。 

喫 煙 ・喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。 

飲 酒 
・原則として酒類の持ち込みは出来ませんが、飲酒をご希望の方は、施設内で

の生活に支障のない範囲で、担当相談員がご相談に応じます。 

迷 惑 行 為 等 
・騒音等、他のご利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

・むやみに他のご利用者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

所 持 品 の 管 理 
・衣類等、身の回り品の管理は居室担当者が行います。 

・貴重品の紛失の責は負えませんので、ご家族での管理をお願いします。 

現 金 等 の 管 理 
・紛失等の責は負えませんので、ご家族で管理いただくか必要な方はお申し出

いただければ事務所にて管理させていただきます。 

宗教活動・政治活動 ・施設内で他のご利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

動 物 飼 育 ・施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。 

 

１８．個人情報の保護 

 個人情報の保護については、当法人が定める「個人情報に関する基本方針」及び「個人情報に関する

基本規程」に基づき、これを適正に管理・保護いたします。 

 

１９．その他 

当施設の事業運営の内容に関しては、当該年度の事業計画・事業報告、財務内容等を閲覧することが

できます。ご希望の方は、事務所までお申し出下さい。 


